
千葉中央コミュニティセンタープロパティマネジメント業務委託仕様書 

 

 

１ 委託業務名  千葉中央コミュニティセンタープロパティマネジメント業務委託  

（以下、「本業務」という。） 

 

２ 履行場所 

千葉市中央区千葉港２番１号 

 

３ 委託期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 

４ 対象物件 

土地 建物 

所     在：千葉県千葉市中央区千葉港 

地     番：２３４番３ 

地     目：宅地 

面   積：７，３８４．５８㎡ 

構  造：鉄骨鉄筋コンクリート造地下３階、 

地上１０階、塔屋２階建 

 

延床面積：５１，８０１．６１㎡ 

 

５ 業務目的 

本業務は、千葉中央コミュニティセンターのテナントの管理を行うことにより、継続的かつ安定的な貸付及

び賃料を確保し、収益の増加に資することを目的とする。 

 

６ 一般事項 

（１）受注者は、本業務の履行にあたり、関係法令等を遵守し、本仕様書に定められた項目を誠実に履行するこ

と。 

また、業務従事者への賃金の支払いや労働条件についても、最低賃金法等の労働関係法令を遵守するとと

もに、業務従事者の賃金について、発注者から関係書類等の提出を求められた場合はただちに提出すること。 

（２）受注者は、業務上知り得た市の秘密事項を第三者に漏らしてはならない。このことは、契約の解除後及び

期間満了後においても同様とする。 

（３）受注者は、対象施設の破損個所を発見した場合、発注者に報告すること。 

（４）受注者は、本業務の実施にあたって、発注者又は第三者に損害を及ぼしたときは、その旨を速やかに発注

者に報告する。なお、発注者の責任に帰する場合のほかは、受注者がその賠償の責任を負う。 

（５）本市では、環境マネジメントシステム（Ｃ－ＥＭＳ）を運用し、省資源・省エネルギーの推進、３Ｒ（発

生抑制、再使用、再生利用）活動の推進及びグリーン購入の推進等、環境負荷の低減に関する取組みを行っ

ていることから、本業務の履行においても、可能な範囲で、環境に配慮して作業を実施すること。 

（６）本仕様書及び契約書に定めがない事項は、発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。 

 

７ 業務実施に伴う駐車場の利用 

駐車場の利用はできない。ただし、作業上やむを得ず駐車する必要が生じたときは別途協議する。 

 

８ 業務内容 

（１）賃借人管理業務 

ア 契約条項、館内細則等の遵守指導 

イ 契約条項、館内細則等違反時の是正指導 

ウ 賃借人クレーム対応 

エ 入退去時の手続 



オ 鍵（カードキー）の管理、保管 

（２）賃借人工事・入退室管理業務 

ア 賃借人工事調整、確認 

イ 入居取扱説明、館内細則説明 

ウ 引越調整、確認 

エ 原状回復工事の指導、確認 

（３）発注者の工事管理業務 

ア 発注者の工事企画立案 

イ 発注者が行う工事の関係者との調整 

（４）入出金管理業務 

ア 賃料、共益費、催事使用料、光熱水費、アンテナ設置料、看板料等の請求及び受領 

イ 敷金の請求、受領 

ウ 入金確認 

エ 管理業務にかかる費用の支払 

オ 未収金管理、督促 

カ 発注者への賃料等の支払および報告 

キ 自動販売機等の光熱水費・販売量の集計、請求及び受領 

ク 建物全体の照明器具交換数の集計、請求金額の算定、伝票作成 

ケ 駐車場料金の集計、サービス券等の発行及び請求書の発行、入金管理 

（５）契約管理業務 

ア 賃貸借契約書の作成及び調整 

イ 賃貸借契約締結の調整 

ウ 賃貸借契約の解約の調整 

エ その他の変更契約、覚書等の作成及び締結の調整 

（６）レポート作成業務 

ア キャッシュフロー管理業務 

イ 月次報告書作成業務 

ウ 年間運営計画予算書（マーケットレポートも含む）作成業務 

（７）その他前各号に付随する業務 

（８）本物件の運営に関する方針についての関係者間協議の取り纏め業務 

 

９ 業務時間 

開庁日（千葉市の休日を定める条例第１条第１項に掲げる日を除いた日） 

  ９時３０分から１７時１５分まで 

  なお、業務時間中は、業務従事者のうち１人以上は施設内に常駐すること。 

 

(市の休日) 

第1条 次の各号に掲げる日は，市の休日とし，市の機関の執務は，原則として行わないものとする。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) 

 

10 業務報酬 

（１）発注者は受注者に対し本契約に基づく委託業務の業務報酬として、前月末日までに本契約第１４条第１項

に定める総収入から、光熱水費と消費税及び地方消費税が課税される場合はこれを除いたものの  ％相当

額を支払う。 

   なお、業務報酬の対象場所は別途定めることとする。 



（２）発注者は、本契約に基づき受注者に支払うべき金員に賦課される消費税及び地方消費税相当額（以下「消

費税等」という。）を負担する。 

 

11 業務の確認 

（１）受注者は、プロパティマネジメント業務における月次業務報告書により、本件不動産の管理運営に関して

別途定める書式により、毎月１０日までに発注者に報告するものとする。 

（２）発注者は、業務の実施状況について、現場責任者へ報告を求めることができる。 

（３）発注者は、業務報告を受けたときにおいて、業務内容が本仕様書の要件を満たしていないと認める場合は、

受注者に対し追加作業の指示を行うことができる。 

なお、受注者は、追加作業を終えたときは、再度上記（１）により報告し、履行の検査を受けるものとす

る。 

 

12 委託料の支払等 

（１）毎月末までの業務を完了したときは、「月次業務報告書」を提出し、発注者が行う業務の検査を受けるも

のとする。 

（２）受注者は、上記（１）による発注者の検査に合格したときは、委託料の請求をすることができる。 

（３）発注者は、上記（２）の規定による請求に基づき、当月末日までに委託料を支払うものとする。 

 

13 業務の引継 

受注者は、契約期間の終了（契約解除を含む）に際しては、業務に支障を来たすことのないよう必要な事項 

について新たに配置される受注者へ十分な引継ぎを行うものとする。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


